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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像が転写される転写定着部材と、該転写定着部材に圧接されてニップを形成する加圧
部材とを備え、前記ニップを通過する記録媒体上に前記画像を加圧して定着させる構成を
少なくとも有するとともに、
　前記ニップの前記記録媒体搬送方向の上流側に配置される輻射加熱熱源と、
　前記輻射加熱熱源により加熱されて接触した前記記録媒体を加熱する熱伝達部材と、
　前記輻射加熱熱源および前記熱伝達部材の少なくとも一部を被覆するとともに、一部に
開口部を有する反射部材と、を備え、
　前記ニップと前記熱伝達部材との間に、前記開口部から漏れる前記輻射加熱熱源からの
輻射熱により前記記録媒体が加熱される輻射加熱域が形成されることを特徴とする転写定
着装置。
【請求項２】
　前記熱伝達部材が、ローラ状回転部材であることを特徴とする請求項１に記載の転写定
着装置。
【請求項３】
　前記熱伝達部材が、板状体であることを特徴とする請求項１に記載の転写定着装置。
【請求項４】
　前記熱伝達部材の少なくとも熱源側の面が、放射率０．２以上の材質からなることを特
徴とする請求項１から３のいずれかに記載の転写定着装置。
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【請求項５】
　前記開口部が選択的に開閉可能な遮蔽機構を備え、ニップを通過する前記記録媒体の厚
みが１００μｍ以上であるとき、前記開口部が開放されることを特徴とする請求項１から
４のいずれかに記載の転写定着装置。
【請求項６】
　前記開口部が選択的に開閉可能な遮蔽機構を備え、前記記録媒体の搬送駆動が停止した
とき、前記開口部が閉鎖されることを特徴とする請求項１から５のいずれかに記載の転写
定着装置。
【請求項７】
　前記開口部が、網目状部材又は格子状部材で構成されていることを特徴とする請求項１
から６のいずれかに記載の転写定着装置。
【請求項８】
　前記熱伝達部材が、輻射熱を透過可能な材質からなり、かつ前記輻射加熱熱源が前記熱
伝達部材に内包されることを特徴とする請求項１から７のいずれかに記載の転写定着装置
。
【請求項９】
　前記輻射加熱熱源が、カーボンランプ及びカーボンナノランプのいずれかであることを
特徴とする請求項１から８のいずれかに記載の転写定着装置。
【請求項１０】
　請求項１から９のいずれかに記載の転写定着装置を備え、
　前記転写定着部材のニップ部に対する上流側に配置され、該転写定着部材に転写される
画像を担持する感光体が、複数色のトナーを重ねる方式によりカラー画像の形成を行うこ
とを特徴とする画像形成装置。
【請求項１１】
　請求項１から９のいずれかに記載の転写定着装置を備え、
　ワーデル実用球形度φが０．８以上であるトナーを現像剤として用いることを特徴とす
る画像形成装置。
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子写真、静電記録、静電印刷に用いられる転写定着装置、及び該転写定着
装置を備える画像形成装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、像担持体（感光体）上に、現像手段により画像を形成し、その画像を１次転写手
段により中間転写体へ転写し、さらに中間転写体上の画像を２次転写手段により転写材に
転写し、かかる転写材上の画像を定着手段により定着するようになされている構成の画像
形成装置が広く知られている。
　また、上記各工程を段階的に行う構成の画像形成装置も汎用されているが、その他とし
て、転写工程と定着工程を同時に行うことを可能とした、いわゆる転写定着工程を行うよ
うになされている画像形成装置についても提案がなされている（例えば、特許文献１及び
２参照）。特許文献１には、中間転写体から転写材に２次転写定着を行う構成の画像形成
装置が示されており、特許文献２には、中間転写体から転写定着体に２次転写定着した後
、転写定着体から転写材に３次転写定着する構成の画像形成装置が示されている。
【０００３】
　画像形成技術においては、トナー（樹脂を主体とした帯電性の粉体）が一般的に利用さ
れている。かかる画像形成において、画像品質の低下を招来しやすい工程は、転写工程で
ある。
　画像を形成する記録媒体としては、主に紙が用いられているが、普通紙から厚紙までさ
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まざまな厚さのものがある。また表面性についても上質なものから粗いものまでさまざま
である。特に、表面性の粗い紙を適用すると、紙の表面性に追従できずに微小ギャップが
形成されてしまい、かかる微小ギャップ部分で異常放電が発生し、画像が正常に転写され
ずに、全体としてぼそついた画像になりやすいという不具合が生じる。
【０００４】
　これに対し、転写工程と定着工程とが同時に行われる機能を具備する画像形成装置にお
いては、表面性の粗い記録媒体（紙）を使用した場合においても画像品質の低下しにくく
なるという利点を備えている。これは、転写工程において、加圧と同時に加熱を行うため
、トナーが軟化・溶融して粘弾性を帯びたブロック状の塊となり、紙の表面の微小ギャッ
プ部分に相当する位置においても、転写できるようになるためである。
　上述したことから、転写定着手段を具備する画像形成装置は、高画質達成に最適な手段
を適用した構成を有していると言えるものである。
【０００５】
　更に、転写定着方式においては、記録媒体に粉体が乗った状態で走行するようなことが
ないため、転写定着部の直前まで通紙方向を狭く限定した構成の搬送ガイドを設置するこ
とができ、薄紙から厚紙まで、その他の紙種等、種々の条件に対応した搬送を行うことが
できるという利点がある。このように紙種対応の自由度が高いと、通紙詰まりの発生率を
効果的に低減化することも可能となる。
　通常の電子写真では、転写定着部の直前まで記録媒体に粉体が乗っているため、搬送ガ
イドはこの粉体を擦ることがないように隙間を設けてしか案内できないため、この隙間の
中で記録媒体が不安定になり通紙詰まりが発生することが多い。
【０００６】
　ところで、転写定着工程における熱効率を充分に高くするためには、記録媒体（紙）と
トナーを融着する面、すなわち紙とトナーの界面の温度を高めることが必要である。
　従来においては、トナーを十分に加熱し軟化した状態として紙に圧接させる方式を適用
してきた。しかしながら、この方式において充分な効果を得るためには、トナーを加熱す
るのみならず転写定着部材も加熱することを行っていたため、転写定着部材が例えば３０
０μｍと厚い場合、特に、４連タンデム作像方式等を採用し、周長が長い場合においては
、充分な熱効率が確保できない場合があった。また更には、後工程において冷却しなけれ
ばならず、その結果、同一部材を一方で加熱し、一方で冷却する構成としなければならな
いので、エネルギー効率の観点からは非常に不利な構成であった。
【０００７】
　上述したような課題に鑑みて、記録媒体（紙）そのものを選択的に、トナーが接触する
直前において加熱するという技術についての提案もなされた（例えば、許文献３参照）。
しかしながら、この方式においては、温度ムラが発生してしまうという課題が残っており
、特に、多数枚印刷において、いわゆる地汚れが付着しやすくなるという欠点もあった。
　また、従来の転写定着で行われているように、記録媒体を定着に寄与しない裏面まで加
熱することはエネルギーの無駄になるため、転写直前に記録媒体の転写面のみ温度上昇さ
せ、かつ温度低下を防止できることが好ましいが、そのような技術は未だ提案されていな
い。
【０００８】
【特許文献１】特開平１０－６３１２１号公報
【特許文献２】特開２００４－１４５２６０号公報
【特許文献３】特開２００５－３７８７９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　転写直前に記録媒体の転写面のみ温度上昇させる方法として、板状の加熱部材、又は高
温の回転部材を設けて、搬送される記録媒体（以下、「用紙」ということがある）を加熱
する手段が考えられる。しかしながら、いずれの方式においても、用紙が加熱部材との接
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触を離れて、トナー像が転写されるニップに到達するまでの間に用紙表面温度が低下する
という問題があり、特に、用紙が厚くなると温度低下は顕著になるという問題がある。
【００１０】
　ここで、陰解法を用いた１次元伝熱解析シミュレーション結果の一例を示す。図５及び
図６に示すように１６０℃の高熱アルミローラと２５℃の発砲シリコンローラ(共に表層
はテフロン（登録商標）)間に、ニップ幅２０ｍｓｅｃで用紙を通した時の用紙表面温度
上昇の様子を図７及び図８にそれぞれ示す。
　図７に示すグラフが薄紙（５０ｋ紙）を通紙した場合、図８に示すグラフが厚紙（３０
０ｇ）紙を通紙した場合である。それぞれのグラフ中の「空走」は、図５に示すように雰
囲気温度４０℃の空中に搬送した場合、「加熱」は、図６に示すように熱流束４４０００
Ｗ／ｍ２の輻射ハロゲンヒータ下を搬送した場合である。
　転写定着においてトナーを加熱溶融させる際に必要となる温度は、紙表面温度(図７及
び８中の「紙：上面」)で示される。ニップ幅２０ｍｓｅｃの区間で約１４０℃まで加熱
された用紙表面は、雰囲気温度４０℃の空中に搬送した場合、３０ｍｓｅｃ程度の搬送時
間で約７０℃まで温度低下しているのが分かる。厚紙３００ｇ紙の場合、上面の熱が低温
度の紙中央方向に熱伝達する為、薄紙５０ｋ紙の場合よりも温度低下が大きい。いずれの
場合でも、上記３０ｍｓｅｃは搬送速度２００ｍｍ／ｓｅｃの中速領域でも搬送距離は僅
か６ｍｍであって、用紙が加熱部を抜けてから転写定着領域に到達するまでの距離をでき
るだけ短くしないと熱効率が著しく低下するのが分かる。
　一方、加熱部を抜けてから用紙をヒータで輻射加熱する場合、用紙表面の温度低下が３
０～４０℃程度に抑えられ、加熱部から転写定着領域に到達するまでの距離を長くしても
転写定着領域で充分な用紙表面温度を確保することが可能となることがわかる。
【００１１】
　このように、ヒータにより記録媒体の加熱を行う事は可能であるが、記録媒体は白色の
ものが一般的であるため熱吸収率が低く効、率的な加熱が難しく、必要以上にヒータの電
力(加熱強さ)を大きくしないと充分に加熱できないという問題がある。さらに、そのよう
な強力なヒータを用いた場合、ジャム時に停滞した記録媒体が熱により容易に発火してし
まう可能性があり、エネルギー効率のみならず、安全性の面でも重大な問題となる。
【００１２】
　本発明は、以上の従来技術における問題に鑑みてなされたものであり、転写定着前に記
録媒体を加熱する手段として、発火の危険性がなく、エネルギー効率に優れ、かつ記録媒
体の厚みに関わらず安定した加熱が可能な転写定着装置、及び該転写定着装置を備えた画
像形成装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　前記課題を解決するために提供する本発明は、以下の通りである。
〔１〕　画像が転写される転写定着部材と、該転写定着部材に圧接されてニップを形成す
る加圧部材とを備え、前記ニップを通過する記録媒体上に前記画像を加圧して定着させる
構成を少なくとも有するとともに、前記ニップの前記記録媒体搬送方向の上流側に配置さ
れる輻射加熱熱源と、前記輻射加熱熱源により加熱されて接触した前記記録媒体を加熱す
る熱伝達部材と、前記輻射加熱熱源および前記熱伝達部材の少なくとも一部を被覆すると
ともに、一部に開口部を有する反射部材と、を備え、前記ニップと前記熱伝達部材との間
に、前記開口部から漏れる前記輻射加熱熱源からの輻射熱により前記記録媒体が加熱され
る輻射加熱域が形成されることを特徴とする転写定着装置。
〔２〕　前記熱伝達部材が、ローラ状回転部材であることを特徴とする前記〔１〕に記載
の転写定着装置。
〔３〕　前記熱伝達部材が、板状体であることを特徴とする前記〔１〕に記載の転写定着
装置。
〔４〕　前記熱伝達部材の少なくとも熱源側の面が、放射率０．２以上の材質からなるこ
とを特徴とする前記〔１〕から〔３〕のいずれかに記載の転写定着装置。
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〔５〕　前記開口部が選択的に開閉可能な遮蔽機構を備え、ニップを通過する前記記録媒
体の厚みが１００μｍ以上であるとき、前記開口部が開放されることを特徴とする前記〔
１〕から〔４〕のいずれかに記載の転写定着装置。
〔６〕　前記開口部が選択的に開閉可能な遮蔽機構を備え、前記記録媒体の搬送駆動が停
止したとき、前記開口部が閉鎖されることを特徴とする前記〔１〕から〔５〕のいずれか
に記載の転写定着装置。
〔７〕　前記開口部が、網目状部材又は格子状部材で構成されていることを特徴とする前
記〔１〕から〔６〕のいずれかに記載の転写定着装置。
〔８〕　前記熱伝達部材が、輻射熱を透過可能な材質からなり、かつ前記輻射加熱熱源が
前記熱伝達部材に内包されることを特徴とする前記〔１〕から〔７〕のいずれかに記載の
転写定着装置。
〔９〕　前記輻射加熱熱源が、カーボンランプ及びカーボンナノランプのいずれかである
ことを特徴とする前記〔１〕から〔８〕のいずれかに記載の転写定着装置。
〔１０〕　前記〔１〕から〔９〕のいずれかに記載の転写定着装置を備え、前記転写定着
部材のニップ部に対する上流側に配置され、該転写定着部材に転写される画像を担持する
感光体が、複数色のトナーを重ねる方式によりカラー画像の形成を行うことを特徴とする
画像形成装置。
〔１１〕　前記〔１〕から〔９〕のいずれかに記載の転写定着装置を備え、ワーデル実用
球形度φが０．８以上であるトナーを現像剤として用いることを特徴とする画像形成装置
。
 
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、転写定着前に記録媒体を加熱する手段として、発火の危険性がなく、
エネルギー効率に優れ、かつ記録媒体の厚みに関わらず安定した加熱が可能な転写定着装
置、及び該転写定着装置を備えた画像形成装置を提供することができる。
【００１５】
　本発明の効果として、請求項１の発明によれば、画像が転写される転写定着部材と、該
転写定着部材に圧接されてニップを形成する加圧部材とを備え、前記ニップを通過する記
録媒体上に前記画像を加圧して定着させる構成を少なくとも有するとともに、前記ニップ
の前記記録媒体搬送方向の上流側に配置される輻射加熱熱源と、前記輻射加熱熱源により
加熱されて接触した前記記録媒体を加熱する熱伝達部材と、前記輻射加熱熱源および前記
熱伝達部材の少なくとも一部を被覆するとともに、一部に開口部を有する反射部材と、を
備え、前記ニップと前記熱伝達部材との間に、前記開口部から漏れる前記輻射加熱熱源か
らの輻射熱により前記記録媒体が加熱される輻射加熱域が形成される画像形成装置という
構成としたので、記録媒体（用紙）が前記熱伝達部材との接触域からニップに到達するま
での区間(空走距離)における表面の温度低下を、輻射加熱によって抑えることができ、特
に、搬送時表層の熱は厚さ方向に伝達して表層温度が低下するので、厚みのある用紙の温
度低下防止を可能にする。さら、熱伝達熱部材の加熱熱源と、用紙を直接輻射加熱する熱
源を同一に構成できるので低コスト化及び省スペースが実現でき、空走距離も短縮化でき
る。
　請求項２の発明によれば、前記熱伝達部材が、ローラ状回転部材であるという構成とし
たので、高温のローラが用紙搬送方向に連れ周りすることにより摺動抵抗が少なく、紙粉
発生が少なく、耐久性に優れ、スムーズに用紙を加熱することができる。
　請求項３の発明によれば、前記熱伝達部材が、板状体であるという構成としたので、簡
単な構成であり、該板状体としての搬送ガイド板を長く設けることで用紙との接触面積を
増やすことが出来、高速かつ安定的に用紙を加熱することができる。
　請求項４の発明によれば、前記熱伝達部材の少なくとも熱源側の面が、熱源側が放射率
０．２以上の材質からなるという構成としたので、前記熱伝達部材の熱吸収が向上し、効
率的に用紙を加熱することが出来るとともに、立ち上がり時間の短縮や連続通紙時の線速
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アップを図ることができる。
　請求項５の発明によれば、前記開口部が選択的に開閉可能な遮蔽機構を備え、ニップを
通過する前記記録媒体の厚みが１００μｍ以上であるとき、前記開口部が開放されるとい
う構成としたので、用紙の厚みが異なっても、同じ構成の装置で略同一の表面温度とする
ことができる。なお、厚みが１００μｍ未満の薄紙を搬送する際は、厚紙と比較して温度
上昇が抑えられるとともに、前記開口部が開放されないため不必要な熱を外に逃がさずに
エネルギー効率良く搬送することができる。
　請求項６の発明によれば、前記開口部が選択的に開閉可能な遮蔽機構を備え、前記記録
媒体の搬送駆動が停止したとき、前記開口部が閉鎖されるという構成としたので、用紙の
ジャム時などは、熱源と用紙との直接接触がなくても滞留時間が長くなることによる発火
の危険性があるが、閉鎖することによりこれを回避することができる。
　請求項７の発明によれば、前記開口部が、網目状部材又は格子状部材で構成されている
という構成としたので、搬送される用紙が開口部から入り込むことがなく、熱源に触れる
ことがないため、用紙の発火を防止することが出来る。
　請求項８の発明によれば、前記熱伝達部材が輻射熱を透過可能な材質からなり、かつ前
記輻射加熱熱源が前記熱伝達部材に内包されるという構成としたので、簡単な構成で用紙
の熱源への接触を防ぐことが出来る。なお、熱伝達部材の一部だけ開放した構造とするこ
とにより、輻射加熱熱源が外部に設けられた場合の開口部からの輻射と同様の効果が得ら
れる。
　請求項９の発明によれば、前記輻射加熱熱源が、カーボンランプ及びカーボンナノラン
プのいずれかであるという構成としたので、熱吸収率の高い波長を効率的に照射すること
ができ、エネルギー効率が向上する。
　請求項１０の発明によれば、前記転写定着部材のニップ部に対する上流側に配置され、
該転写定着部材に転写される画像を担持する感光体が、複数色のトナーを重ねる方式によ
りカラー画像の形成を行うという構成としたので、装置の小型化が可能になる。
　請求項１１の発明によれば、ワーデル実用球形度φが０．８以上であるトナーを現像剤
として用いるという構成としたので、転写性の向上したトナーを用いることにより、高画
質化を実現することができる。
 
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、本発明の具体的な実施形態について説明するが、本発明は、以下の例に限定され
るものではない。
(第１の実施形態)
　図１に、本発明に係る画像形成装置の一例として、タンデム型のカラー複写機の概略構
成図を示す。
　カラー複写機１は、本体中央部に位置する画像形成部１９と、画像形成部１９の下方に
位置する給紙部１５と、画像形成部１９の上方に位置する画像読取部を有している。本例
における画像形成装置は、線速が２００ｍｍ／ｓで、作像可能なものとなされている。画
像形成部１９には、水平方向に延びる転写面を有する転写定着部材としての転写定着ベル
ト２が配置されている。転写定着ベルト２の上面には、色分解色と補色関係にある色の画
像を形成するための構成が設けられている。具体的には、補色関係にある色のトナー（イ
エロー、マゼンタ、シアン、ブラック）による像を担持可能な像担持体としての感光体３
Ｙ、３Ｍ、３Ｃ、３Ｂが転写定着ベルト２の転写面に沿って並置されている。
【００１７】
　転写定着ベルト２は、多層構造を有しているものとし、具体的には、基材となるポリイ
ミド樹脂（膜厚４０μｍ）、ゴム（膜厚６０μｍ）、フッ素樹脂（膜厚６μｍ）の構成を
有するものが好適な例として挙げられる。前記ゴム層は、画像形成用の記録媒体の表面に
凹凸がある場合に、確実に追従させるために必要なものであり、表面のフッ素樹脂層は、
トナーや紙粉に対する離型性へ寄与するものである。
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【００１８】
　感光体３Ｙ、３Ｍ、３Ｃ、３Ｂは、それぞれ、同方向に回転可能なドラム構造を有して
いる。前記感光体それぞれの周囲には、回転過程において画像形成処理を実行する帯電装
置４Ｙ、４Ｍ、４Ｃ、４Ｂ、光書き込み手段としての書き込み装置５Ｙ、５Ｍ、５Ｃ、５
Ｂ、色別にカラートナーが収容された現像装置６Ｙ、６Ｍ、６Ｃ、６Ｂ、１次転写装置７
Ｙ、７Ｍ、７Ｃ、７Ｂ、及びクリーニング装置８Ｙ、８Ｍ、８Ｃ、８Ｂが配置されている
。
　各符号に付記しているアルファベットは、感光体３と同様、トナーの色別に対応してい
る。
【００１９】
　転写定着ベルト２は、駆動ローラ１１と、従動機能を有するローラ９、１０に掛け回さ
れており、感光体３Ｙ、３Ｍ、３Ｃ、３Ｂとの対峙位置において同方向に移動可能な構成
を有している。駆動ローラ１１と対向する位置には、転写定着ベルト２の表面をクリーニ
ングするクリーニング装置１３が設けられている。
【００２０】
　次に、実際の画像形成工程について感光体を特定して説明する。
　先ず、感光体３Ｙの表面が、帯電装置４Ｙにより一様に帯電され、画像読取部からの画
像情報に基づいて感光体３Ｙ上に静電潜像が形成される。この静電潜像はイエローのトナ
ーを収容した現像装置６Ｙによりトナー像として可視像化され、このトナー像は所定のバ
イアスが印加される一次転写装置７Ｙにより転写定着ベルト２上に１次転写される。
　その他の感光体３Ｍ、３Ｃ、３Ｂについても、同様に画像形成がなされ、それぞれの色
のトナー像が転写定着ベルト２上に順に転写されて重ね合わせられる。
【００２１】
　画像転写を行った後、各感光体３上に残留したトナーは、それぞれのクリーニング装置
８により除去される。その後、除電ランプ（図示せず）により各感光体３の電位が初期化
され、次の作像工程に備えられる。
【００２２】
　従動ローラ９に対向する位置には、加圧部材（以下、加圧ローラとも言う）２４が設け
られている。加圧ローラ２４は、転写定着ベルト２とニップＮ（以下、ニップ又は転写ニ
ップともいう）を形成する機能を有している。この加圧ローラ２４は、例えばアルミニウ
ムよりなる金属製のパイプ状構造を有し、表面には離型層がコーティングされている。
【００２３】
　ニップＮの用紙搬送方向の上流側に、輻射加熱熱源（以下、ヒータともいう）１２１と
、輻射加熱熱源１２１により加熱されて接触した記録媒体Ｐの表面を加熱する熱伝達部材
１２０とが設けられている。
　熱伝達部材１２０は、ヒートパイプや熱伝導率の高い銅などの材料で構成され、記録媒
体Ｐとの接触面は、摺動のためにフッ素樹脂などの低摩擦材料の層が数μｍ形成されてい
ても良い。図１の例では、熱伝達部材としての加熱ローラ１２０が設けられている。加熱
ローラ１２０の径としては、装置に応じて適宜選択されるが、加熱ローラ１２０の熱容量
低減による加熱効率アップから、２０～３０ｍｍが好ましい。
　なお、図９に示すように、銅は熱伝導率と容積比熱とが極めて優れ、ＳＵＳ３０４は容
積比熱が極めて優れているため、熱伝達部材の材料として好適である。また、熱伝達部材
の色としては、黒色に近い色が好ましい。加熱ローラ１２０の表層は、熱源側が放射率０
．２以上の材質からなることが好ましい。具体的には、表層が金属材質の場合、黒または
それに準ずる色に塗装または表面処理することで放射率を向上させることができる。これ
によって熱伝達する部材の熱吸収が向上して効率的に加熱することが出来、立ち上がり時
間の短縮や連続通紙時の線速向上を図ることができる。さらに、熱容量の高い材質で構成
することにより、安定した温度制御が行えるようになる。
【００２４】
　輻射加熱熱源１２１としては、輻射加熱可能な熱源であれば特に制限はないが、例えば
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、カーボンランプ、カーボンナノランプなどを用いれば、紙に対して熱吸収率の高い波長
(２．５～３μｍ)を効率的に照射することが可能となりエネルギー効率がアップする
　輻射加熱熱源１２１は、反射板１３０によって被覆されているため、同じく反射板によ
り少なくとも一部が被覆された加熱ローラ１２０は、効率的に輻射加熱される。
　輻射加熱された加熱ローラ１２０は、全長に渡って熱伝達され高温に保持されながら、
対向ローラ１２２によって用紙搬送速度と略同速同方向に図示しない駆動源によって回転
駆動される。
　加熱ローラ１２０の温度は、１４０～２００℃程度に制御され、記録媒体Ｐの表面を加
熱するようになされている。
【００２５】
　なお、記録媒体（紙）Ｐを加熱する工程において、紙の裏面に直径２０μｍの熱電対を
固定し測定を行ったところ、加熱ローラ１２０の接触後、０～２０ｍｓにおいては、紙裏
面の温度変化は５℃以内であったことが確かめられた。なお、紙は一般に汎用されている
コピー用紙（リコー製コピー用紙６２００）を適用した。
【００２６】
　加熱ローラ１２０は、端部２箇所を圧縮バネ（スプリング）１０２によって記録媒体Ｐ
の方向へ加圧され、対向ローラ１２２との間に挟持された記録媒体Ｐと確実に一定時間（
例えば２０ｍｓｅｃ程度）接触して、記録媒体Ｐの表面を加熱する。
【００２７】
　記録媒体Ｐの表面温度は、加熱ローラ１２０と対向ローラ１２２による挟持区間をその
まま抜けると低下するが、輻射加熱域１３０ｂにおいて、反射板１３０で形成された区画
の開口部１３０ａから漏れて照射される輻射熱により表面が加熱されることで温度低下が
抑制される。
【００２８】
　開口部１３０ａは、選択的に開閉可能な遮蔽機構を備え、例えば、記録媒体の厚みが１
００μｍ以上のときに開放され、搬送駆動が停止したときには閉鎖されるように制御され
る。
　具体的には、開口部１３０ａの前方又は後方に、選択的に開閉して開口部を塞いだり開
放したりするシャッター１３１を設ける。シャッターは、ソレノイド等の駆動装置（図示
せず）によって開閉するように構成しても良い。
　例えば、用紙搬送方向の上流側に設けたセンサ１３３が搬送される用紙の厚みを検知し
、厚みが１００μｍ以上の場合には、加圧ローラ１２２に用紙が到達する前にシャッター
１３１を開けて開口部１３０ａを開放するように、１００μｍ以下の場合には、加圧ロー
ラ１２２に用紙が到達する前にシャッター１３１を閉じるように駆動制御する。これによ
って厚紙に比べて薄紙を不必要に加熱するのを防ぐことが出来、温度上昇が抑えられ、不
必要な熱を外に逃がすことなく、エネルギー効率良く搬送できる。
　シャッター１３１の動作は、完全に開閉するだけでなく、例えば、開口部の半分だけ閉
じるような動作も可能である。これにより、過剰な輻射熱照射の調整を行うことが出来る
。
また、用紙の種類はオペレータによって操作部から入力するようにしても同等の効果を発
揮できる。　
【００２９】
　紙厚を検知するセンサ１３３は、用紙の搬送経路上に配設されており、用紙と接触する
ことによる負荷変動から用紙の厚みを算出するものである。なお、操作パネルに設けられ
た用紙サイズ入力手段及び転写紙枚数入力手段からの入力によって紙厚を検知するように
しても良い。
【００３０】
　さらに、用紙ジャム等で用紙搬送が検知されない場合においても、シャッター１３１を
閉じるように駆動制御する。用紙ジャム時は、たとえヒータ１２１と用紙Ｐとが直接接触
しなくても、滞留時間が長いことから用紙が発火して炎上する危険性がある。ただし、開
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放部を塞ぐことにより発火を防ぐことが出来る。
【００３１】
　開口部１３０ａは、例えば、網目状や格子状の部材で構成されることにより、ここから
用紙Ｐが入り込んでヒータ１２０に接触して発火するのを防いでいる。
　加熱された用紙Ｐは、従動ローラ９と加圧ローラ２４とで形成されるニップＮに搬送さ
れ、ここで転写定着ベルト２によって加熱溶融されたトナーＴが紙表面に転写と同時に定
着される。
　本構成においては、開口部１３０ａと転写定着ベルト２に載っているトナーＴを近傍に
配置することが出来るため、転写直前のトナーが加熱輻射され、ニップ部Ｎにおける転写
定着の効率が向上する。転写定着ベルト２に対する加熱は、ニップＮの直前において最小
限行われるため、転写定着ベルト２の温度上昇は、ベルトが１回転する間に容易に冷却さ
れて抑えられる。
【００３２】
　給紙部１５は、記録媒体としての用紙Ｐを積載収容する給紙トレイ１４と、この給紙ト
レイ１４内の用紙Ｐを最上のものから順に１枚ずつ分離して給紙する給紙コロ１６と、給
紙された用紙Ｐを搬送する搬送ローラ対１７と、用紙Ｐが一旦停止され、斜めずれを修正
された後転写定着ベルト２上の画像の先端と搬送方向の所定位置とが一致するタイミング
でニップＮに向けて送り出されるレジストローラ対１８とを有している。
【００３３】
　ところで、前述した感光体３Ｙ、３Ｍ、３Ｃ、３Ｂから転写定着ベルト２上に１次転写
されたトナー像Ｔ（以下、単にトナーともいう）は、所定のバイアス印加手段によるバイ
アス（従動ローラ１１に印加されるバイアス（ＡＣ、パルスなどの重畳を含む））により
、転写定着ベルト２に静電気力で転写される。
【００３４】
　図１に示す画像形成装置においては、転写定着ベルト２に対する転写部と、最も上流側
の感光体３Ｂに対する転写部との間に、転写定着ベルト２の温度を均等にするための均し
ローラ２１０が設けられている。
　均しローラ２１０は、ヒートパイプや熱伝導率の高いグラファイト等の材料により構成
されており、転写定着ベルト２に接触した状態で回転するようになされている。均しロー
ラ２１０については、駆動ローラ１１にかかるヒートパイプの機能を具備させて兼用させ
てもよい。
【００３５】
　転写定着ベルト２に転写されたトナー像Ｔは、ニップＮにおいて記録媒体（紙）Ｐに定
着されるまで、記録媒体（紙）Ｐからの熱量により加熱される。
　従来公知のカラー画像形成装置においては、記録媒体（紙）による温度低下を考慮して
白黒画像形成装置よりも１．５倍の熱量を与えることが必要とされていた。このために記
録媒体（紙）が必要以上に加熱されてしまい、トナーとの密着性が高くなりすぎる傾向が
あった。
　本実施形態においては、輻射加熱熱源１２１と、熱伝達部材１２０とによって記録媒体
の表面のみを直前に加熱する構成であるため、トナーと記録媒体との境界の温度を制御す
ることが可能となる。これにより記録媒体（紙）による温度低下を考慮して必要以上に加
熱してしまうことが回避され、前述のように記録媒体（紙）の過熱を防止できるだけでな
く、転写定着ベルト２の温度（定着設定温度）を低く維持できるようになる。また、充分
な光沢を有する画像形成に好適な温度を独立に設定することができる。
【００３６】
　本実施形態の画像形成装置によれば、比較的低温定着が可能な構成となされているので
、画像形成の際の、いわゆるウォームアップ時間の短縮が図られるとともに、省エネルギ
ー性にも優れている。また、作像部への伝熱も回避されているので、熱による部品の劣化
が防止でき、装置の耐久性の向上が図られる。
【００３７】
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　上述したように、本発明の画像形成装置では、未定着トナー像を保持した用紙を単に加
熱・加圧する従来の定着装置に対して、「転写定着装置」として位置付けられるものであ
る。
【００３８】
(第２の実施形態)
　次に、本発明の第２の実施形態について、図２を参照して説明する。
　図２は、単一の感光体上に色重ねを行う、いわゆるＩＯＩ型カラー複写機である画像形
成装置の一例である。なお、図２の画像形成装置において、上述した図１の画像形成装置
と共通箇所においては同一符号を付し、説明は省略する。
【００３９】
　感光体上色重ね方式においては、感光体上の作像動作として、１色のトナーに対する帯
電、露光（書き込み）、現像までの工程を、多色のトナーについても一連の工程を単一の
感光体上で行う。
　図１のように、一色毎に１つの感光体上に作像工程を行い、各色分の感光体を設けた構
成のものが、４連タンデム方式であるが、この感光体上色重ね方式は、４連タンデム方式
に比較して高速対応性に優れており、また、装置全体としての省スペース化、低コスト化
を図ることができる。
【００４０】
(第３の実施形態)
　次に、本発明の第３の実施形態について、図３を参照して説明する。
　図３の例では、熱伝達部材として板状体である搬送ガイド板１３２が設けられている。
ガイド板１３２の板厚としては、装置に応じて適宜選択されるが、ガイド板１３２の熱容
量低減による加熱効率アップから、１～２ｍｍが好ましい。
　熱伝達部材の材料としては、熱伝導率の高いグラファイトや銅が好適である。また、熱
伝達部材の色としては、黒色に近い色が好ましい。ガイド板１３２の少なくともヒータ１
２１側(上側)の面は、放射率が０．２以上の材質からなることが好ましい。具体的には、
表上側の面が金属材質の場合、黒またはそれに準ずる色に塗装または表面処理することで
放射率を向上させる。これによって熱伝達する部材の熱吸収が向上して効率的に加熱する
ことが出来、立ち上がり時間の短縮や連続通紙時の線速向上を図ることができる。さらに
、熱容量の高い材質で構成することにより、安定した温度制御が行えるようになる。
【００４１】
　ガイド板１３２の用紙Ｐとの接触面（下面）には、摺動のためにフッ素樹脂などの低摩
擦材料の層が数μｍ形成されていても良い。また、ヒータ１２１の輻射熱によってガイド
板１３２は全長に渡って熱伝達されて高温に保持され、搬送される用紙Ｐの表面に接触し
て紙表面に熱を伝達することで用紙Ｐを加熱している。
　第１の実施態様として図１に示した装置と同様、用紙搬送方向下流側に開口部１３０ａ
が設けられている。用紙ＰがニップＮに受け渡されるまでの区間、搬送される用紙Ｐの表
面がヒータ１２１の輻射熱で加熱される。対向ローラ１２２は、用紙搬送速度と略同速同
方向に図示しない駆動源によって回転駆動される。対向ローラ１２２を発泡シリコン等の
柔らかい材質で構成し、スプリング１０２でガイド板１３２を加圧すれば、搬送中のニッ
プ幅が大きくなり、紙への接触時間が増え、たとえ用紙搬送速度がアップしても加熱時間
が確保され、用紙Ｐを安定して加熱することが出来るようになる。
【００４２】
(第４の実施形態)
　次に、本発明の第４の実施形態について、図４を参照して説明する。
　図４は、熱伝達部材を透明な回転体１３４で構成した例である。内側にヒータ１２１を
固定したガラス等の透明ローラ１３４は、図示しない駆動装置によって用紙搬送方向、略
同速に回転駆動される。用紙Ｐとの密着性向上の為、対向ローラ１２２がスプリング１０
２によって裏側から加圧される。反射板１３０を近傍に配して輻射効率をアップすると共
に、下流側に開放部を設けることで透明ローラ壁からの輻射熱をニップＮまで搬送される
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用紙加熱に用いることが出来るようになる。　
【００４３】
　次に、球形トナーの実施形態を説明する。
　トナーの転写性（転写効率、忠実性）は目的とする画像の画質に影響を及ぼし、このト
ナーの転写性はトナーの形状に関与していることが知られている。
　高画質化を達成すべくトナー形状の最適化を図るために検討したところ、ワーデル実用
球形度φが０．８以上の値をもつトナーは転写性が良好であることが確かめられた。
【００４４】
　ワーデル実用球形度φは、下記式により示される。
　　　φ＝（粒子投影面積に等しい円の直径）／（粒子投影像に外接する円の直径）
【００４５】
　具体的には、スライドグラス上にトナーを適当量とり、顕微鏡で拡大（５００倍）し、
任意の１００個のトナーについて測定することで容易に計算できる。
　このような条件を満たすトナーを適用することにより、２次転写効率を高められ、高画
質化を図ることができる。
【００４６】
　トナーを構成する材料としては、従来公知のものをいずれも適用できる。結着樹脂とし
ては、例えば、ポリエステル、ポリスチレン、ポリ－ｐ－クロロスチレン、ポリビニルト
ルエン等のスチレン及びその置換体の単重合体、スチレン－ｐ－クロロスチレン共重合体
、スチレン－プロピレン共重合体、スチレン－ビニルトルエン共重合体、スチレン－ビニ
ルナフタリン共重合体、スチレン－アクリル酸メチル共重合体、スチレン－アクリル酸エ
チル共重合体、スチレン－アクリル酸ブチル共重合体、スチレン－アクリル酸オクチル共
重合体、スチレン－メタクリル酸メチル共重合体、スチレン－メタクリル酸エチル共重合
体、スチレン－メタクリル酸ブチル共重合体、スチレン－α－クロルメタクリル酸メチル
共重合体、スチレン－アクリロニトリル共重合体、 スチレン－ビニルメチルエーテル共
重合体、スチレン－ビニルエチルエーテル共重合体、スチレン－ビニルメチルケトン共重
合体、スチレン－ブタジエン共重合体、スチレンーイソプレン共重合体、スチレン－アク
リロニトリル－インデン共重合体、スチレン－マレイン酸共重合体、スチレン－マレイン
酸エステル共重合体などのスチレン系共重合体がいずれも適用できる。また、下記の樹脂
を混合して用いてもよい。すなわち、例えば、ポリメチルメタクリレート、ポリブチルメ
タクリレート、ポリ塩化ビニル、ポリ酢酸ビニル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリ
ウレタン、ポリアミド、エポキシ樹脂、ポリビニルブチラール、ポリアクリル酸樹脂、ロ
ジン、変性ロジン、テルペン樹脂、フェノール樹脂、脂肪族叉は脂環族炭化水素樹脂、芳
香族系石油樹脂、塩素化パラフィン、パラフィンワックスが挙げられる。ポリエステル樹
脂を含有させると、充分な定着性を得るためには好適である。特に結晶性ポリエステル樹
脂は、紙接触時に十分に軟化溶融し、定着強度とともに色再現性の高い画像形成が可能と
なるため好適である。ポリエステル樹脂は、アルコールとカルボン酸との縮重合によって
得られるが、用いられるアルコールとはポリエチレングリコール、ジエチレングリコール
、トリエチレングリコール、１，２－プロピレングリコール、１，３－プロピレングリコ
ール、１，４－ブタンジオール、ネオペンチルグリコール、１，４－ブテンジオール等の
ジオール類、１，４－ビス（ヒドロキシメチル）シクロヘキサン、ビスフェノールＡ、水
素添加ビスフェノールＡ、ポリエキシエチレン化ビスフェノールＡ、ポリオキシプロピレ
ン化ビスフェノールＡ等のエーテル化ビスフェノール類、これらを炭素数３～２２の飽和
もしくは不飽和の炭化水素基で置換した２価のアルコール単体、その他の２価のアルコー
ル単体を挙げることができる。また、ポリエステル樹脂を得るために用いられるカルボン
酸としては、例えばマレイン酸、フマール酸、メサコン酸、シトラコン酸、イタコン酸、
グルタコン酸、フタル酸、イソフタル酸、テレフタル酸、シクロヘキサンジカルボン酸、
コハク酸、アジピン酸、セバチン酸、マロン酸、これらを炭素数３～２２の飽和もしくは
不飽和の炭化水素基で置換した２価の有機酸単量体、これらの酸無水物、低級アルキルエ
ステルとリノレイン酸の２量体、その他の２価の有機酸単量体を挙げることができる。
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【００４７】
　バインダー樹脂であるポリエステル樹脂を得るためには、以上の２官能性単量体のみに
よる重合体のみでなく、３官能以上の多官能性単量体による成分を含有する重合体を用い
ることも好適である。かかる多官能性単量体である３価以上の多価アルコール単量体とし
ては、例えばソルビトール、１，２，３，６－ヘキサンテトロール、１，４－サルビタン
、ペンタエスリトール、ジペンタエスリトール、トリペンタエスリトール、蔗糖、１，２
，４－ブタントリオール、１，２，５－ペンタントリオール、グリセロール、２－メチル
プロパントリオール、２－メチル－１，２，４－ブタントリオール、トリメチロールエタ
ン、トリメチロールプロパン、１．３．５－トリヒドロキシメチルベンゼン、その他を挙
げることができる。また３価以上の多価カルボン酸単量体としては、例えば１，２，４－
ペンゼントリカルボン酸、１，２，５－ペンゼントリカルボン酸、１，２，４－シクロヘ
キサントリカルボン酸、２，５，７－ナフタレントリカルボン酸、１，２，４－ナフタレ
ントリカルボン酸、１，２，４－ブタントリカルボン酸、１，２，５－ヘキサントリカル
ボン酸、１，３－ジカルボキシル－２－メチル－２－メチレンカルボキシプロパン、テト
ラ（メチレンカルボキシル）メタン、１，２，７，８－オクタンテトラカルボン酸、エン
ボール３量体酸、これらの酸無水物、その他を挙げることができる。
【００４８】
　また、トナーには、転写定着時の転写定着部材表面でのトナーの離型性を向上する目的
で、離型剤を含有させることが好ましい。離型剤としては、従来公知のものを適用できる
が、例えば、脱遊離脂肪酸型カルナウバワックス、モンタンワックス、及び酸化ライスワ
ックス、エステルワックスを単独又は組み合わせて使用することができる。
　カルナウバワックスとしては、微結晶のものが良く、酸価が５以下であり、トナーバイ
ンダー中に分散した時の粒子径が１μｍ以下の粒径であるものが好ましい。
　モンタンワックスについては、一般に鉱物より精製されたモンタン系ワックスを指し、
カルナウバワックス同様、微結晶であり、酸価が５～１４であることが好ましい。
　酸化ライスワックスは、米ぬかワックスを空気酸化したものであり、その酸価は１０～
３０が好ましい。
　各ワックスの酸価が各々の範囲未満であった場合、低温定着温度が上昇し低温定着化が
不十分となる。逆に酸価が各々の範囲を超えた場合、コールドオフセット温度が上昇し低
温定着化が不十分となる。
　ワックスの添加量としてはバインダー樹脂１００重量部に対して１～１５重量部、好ま
しくは３～１０重量部の範囲で用いられる。１重量部未満では、その離型効果が薄く所望
の効果が得られにくい。又１５重量部を超えた場合はキャリアへのスペントが顕著になる
等の問題が生じることが確かめられた。
【００４９】
　また、その他の外添加剤として、トナーの流動性を向上させる目的で、シリカ、酸化チ
タン、アルミナ等、更には必要に応じて脂肪酸金属塩類やポリフッ化ビニリデン等を添加
しても良い。
　特に転写定着はトナーを十分に加熱することが可能なため、サブミクロンの大粒径シリ
カ等の添加剤を比較的多量に用いても定着性、定着温度に影響を与えないため、流動性・
転写性を考慮した外添処方が可能である。
【００５０】
　なお、これまで本発明を図面に示した実施形態をもって説明してきたが、本発明は図面
に示した実施形態に限定されるものではなく、他の実施形態、追加、変更、削除など、当
業者が想到することができる範囲内で変更することができ、いずれの態様においても本発
明の作用・効果を奏する限り、本発明の範囲に含まれるものである。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】本発明に係る画像形成装置の第１の実施形態における構成を示す概略図である。
【図２】本発明に係る画像形成装置の第２の実施形態として、ＩＯＩ型カラー複写機の構
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成を示す概略図である。
【図３】本発明に係る画像形成装置の第３の実施形態として、熱伝達部材が板状体である
構成を示す概略図である。
【図４】本発明に係る画像形成装置の第４の実施形態として、熱伝達部材が輻射熱を透過
可能な材質に熱源が内包されてなる構成を示す概略図である。
【図５】陰解法を用いた１次元伝熱解析シミュレーションに用いた構成及び条件を示す概
略図である。
【図６】陰解法を用いた１次元伝熱解析シミュレーションに用いた構成及び条件を示す概
略図である。
【図７】薄紙（５０ｋ紙）を通紙した場合の陰解法を用いた１次元伝熱解析シミュレーシ
ョン結果を示すグラフである。
【図８】厚紙（３００ｇ紙）を通紙した場合の陰解法を用いた１次元伝熱解析シミュレー
ション結果を示すグラフである。
【図９】金属材料の熱伝導率と容積比熱を示すグラフである。
【符号の説明】
【００５２】
　１　　　　画像形成装置（カラー複写機）
　２　　　　転写定着部材（転写定着ベルト、転写定着ローラ）
　３　　　　感光体
　４　　　　帯電装置
　５　　　　書き込み装置
　６　　　　現像装置
　７　　　　一次転写装置
　８　　　　クリーニング装置
　９、１０　従動ローラ
　１１　　　駆動ローラ
　１２　　　クリーニング装置
　１４　　　給紙トレイ
　１５　　　給紙部
　１６　　　給紙コロ
　１７　　　搬送ローラ対
　１８　　　レジストローラ対
　１９　　　画像形成部
　２２　　　転写定着ベルト
　２４　　　加圧部材（加圧ローラ）
　１０２　　スプリング
　１１１　　摺動材
　１２０　　熱伝達部材（加熱ローラ、ローラ状回転部材）
　１２１　　複写加熱熱源（ヒータ）
　１２２　　対向ローラ
　１３０　　反射板
　１３０ａ　開口部（輻射開口部）
　１３０ｂ　輻射加熱域
　１３１　　シャッター
　１３２　　熱伝達部材（ガイド板、板状体）
　１３３　　センサ
　２１０　　均しローラ
　Ｎ　　　　ニップ部
　Ｐ　　　　記録媒体（用紙）
　Ｔ　　　　トナー像
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